
外国での特許、意匠、商標の権利取得を支援します！

ＩＮＰＩＴ
外国出願補助金

令和７年５月から始まります

令和７年５月中旬頃～６月上旬頃
中小企業者等の外国出願に必要な費用の一部を補助します。

第１回
公募期間



※本情報は、2025年 3月時点で予定している内容に基づくものです。公募内容は、INPIT の HPに掲載予定の公募要領等をご確認ください。

INPIT外国出願補助金は、中小企業者等に対して、外国における発明（特許）、考案（実
用新案）、意匠又は商標の権利化（出願手続）に要する費用の一部を補助することで、
中小企業者等の国際的な知的財産戦略の構築を支援します。
既に日本国特許庁に対して行っている出願について、パリ条約に基づく優先権を主張
して外国特許庁等へ出願するもの等が補助対象となります。

ＩＮＰＩＴ外国出願補助金とは？

補助対象経費

補助金額

スケジュール

外国特許庁等へ納付する出願手数料、代理人
費用、翻訳費用等が対象です。
※交付決定通知後に着手して発生した費用に限ります。

※jGrants（電子申請システム）での公募申請のみ受付を
予定しています。

GビズIDプライムアカウントの発行に1週間程度かかりま
すので、早めのID（GビズIDプライムアカウント）の取得
をお勧めします。

https://www.jgrants-portal.go.jp/

中小企業者等が抱える様々な経営課題について知的財産の
側面から解決を図る、INPIT知財総合支援窓口を全国47都
道府県に設置し、無料で、相談・支援を行っています。
INPIT知財総合支援窓口では、外国出願補助金の申請に関
する相談も受け付けていますので、ぜひお近くの窓口をご
活用ください。

https://chizai-portal.inpit.go.jp/

補助金申請に関する
相談

補助金申請は jGrants
（電子申請システム）で

ＩＮＰＩＴ（独立行政法人工業所有権情報・研修館）
知財活用支援センター　企画調整担当（０３－３５８１－１１０１　内線３８５２）
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本紙に関するお問合せ先

補助金額

中小企業者等
試験研究機関等（一部の者を除く）

試験研究機関等
（一部の者）

１事業者あたり３００万円以内

１／２

１出願に対する補助金額の上限は以下のとおり。
・特許出願 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：１５０万円以内
・実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願の各出願 ：　６０万円以内
・商標の抜け駆け対策の出願　　　　　　　　　　　　 ：　３０万円以内

上限なし

補助率
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補助金を申請される方は　こちらから 補助金申請に関する相談は　こちらから

特許庁においても、中小企業等に対して、都道府県中小企業支援センター等を通じて、外国出願に要する費用の 1/2 を助成する事業を行っています。
＜お問合せ先＞　特許庁 総務部 国際協力課 海外展開支援室　TEL：03-3581-1101（内線 2577）
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html


